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す
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す
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す
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す
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梨
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梨
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俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
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五
七
〇

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
七
〇

自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進
及
び
自
転
車
駐
車
場
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

○
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…
五
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正
す
る
法
律
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

山
梨
県
内
の
各
市
町
村
長
が
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
行
う
麻
し
ん
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
医
師
が
同
表
に
掲
げ
る
場
所

等
で
当
該
業
務
を
行
う
旨
承
諾
し
た
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

医
師
の
氏
名

予
防
接
種
を
行
う
主
た
る
場
所

前
田
　
優
一

富
士
吉
田
市
上
吉
田
六
千
五
百
三
十
番
地
　
国
民
健
康
保
険
富
士
吉
田
市
立
病

院

山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
号

山
梨
県
内
の
各
市
町
村
長
が
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
行
う
麻
し
ん
の
予
防
接
種
に
協
力
す
る
旨
の
次
の
表
に
掲
げ
る
医
師
の
承
諾
が
撤
回
さ
れ

た
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

医
師
の
氏
名

予
防
接
種
を
行
う
主
た
る
場
所

石
原
　
俊
秀

富
士
吉
田
市
上
吉
田
六
千
五
百
三
十
番
地
　
国
民
健
康
保
険
富
士
吉
田
市
立
病

院

山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

悪
臭
物
質
の
規
制
区
域
及
び
規
制
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
九
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
中
「
、
下
部
町
」
及
び
「
、
中
富
町
」
を
削
る
。

別
添
図
面
中
下
部
町
、
中
富
町
及
び
身
延
町
に
係
る
部
分
を
次
の
図
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
森
林
環
境
部
大
気
水
質
保
全
課
及
び
当
該
地
域

を
所
轄
す
る
各
地
域
振
興
局
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
五
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
六
五

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

八
月
三
十
日

第
千
五
百
五
号

月　曜　日



特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
及
び
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
騒
音
に
つ
い
て
規

制
す
る
地
域
の
指
定
並
び
に
特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
の
規
制
基
準
（
昭
和
五
十
二
年
山

梨
県
告
示
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
九
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
中
「
、
下
部
町
」
及
び
「
、
中
富
町
」
を
削
る
。

別
添
図
面
中
下
部
町
、
中
富
町
及
び
身
延
町
に
係
る
部
分
を
次
の
図
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
森
林
環
境
部
大
気
水
質
保
全
課
及
び
当
該
地
域

を
所
轄
す
る
各
地
域
振
興
局
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

振
動
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
住
民
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
の
指
定
及
び
特
定

工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
振
動
の
規
制
基
準
（
昭
和
五
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
百
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
九
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
中
「
、
下
部
町
」
及
び
「
、
中
富
町
」
を
削
る
。

別
添
図
面
中
下
部
町
、
中
富
町
及
び
身
延
町
に
係
る
部
分
を
次
の
図
の
よ
う
に
改
め
る
。

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
森
林
環
境
部
大
気
水
質
保
全
課
及
び
当
該
地
域

を
所
轄
す
る
各
地
域
振
興
局
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
須
玉
八
ヶ
岳
公
園
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
巨
摩
郡
大
泉
村
大
字
西
井
出
字
石
堂
第
一
八
二

旧

一
〇
・
五
〜

一
七
八
・
五

四
〇
番
の
一
六
地
先
か
ら

一
四
・
四

北
巨
摩
郡
大
泉
村
大
字
西
井
出
字
石
堂
第
一
八
二

四
〇
番
の
六
九
五
地
先
ま
で

新

一
一
・
六
〜

一
七
八
・
五

二
七
・
〇

山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
韮
崎
増
富
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
巨
摩
郡
須
玉
町
大
字
小
尾
字
濱
井
場
五
七
二
九

旧

六
・
〇
〜

七
三
・
〇

番
の
二
地
先
か
ら

一
八
・
〇

北
巨
摩
郡
須
玉
町
大
字
小
尾
字
濱
井
場
五
七
四
八

番
の
二
地
先
ま
で

新

六
・
〇
〜

七
三
・
〇

二
一
・
五

山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
増
富
若
神
子
線

三
　
道
路
の
区
域

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
五
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

五
六
六



区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
巨
摩
郡
須
玉
町
大
字
小
尾
字
濱
井
場
五
七
四
八

旧

六
・
〇
〜

七
三
・
〇

番
の
二
地
先
か
ら

一
八
・
〇

北
巨
摩
郡
須
玉
町
大
字
小
尾
字
濱
井
場
五
七
二
九

番
の
二
地
先
ま
で

新

六
・
〇
〜

七
三
・
〇

二
一
・
五

山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
大
月
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
上
野
原
丹
波
山
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
都
留
郡
小
菅
村
字
平
山
二
九
八
九
番
の
一
地
先

旧

五
・
八
〜

八
六
・
〇

か
ら

一
二
・
四

北
都
留
郡
小
菅
村
字
腰
越
四
〇
九
三
番
地
先
ま
で

新

一
五
・
七
〜

八
六
・
〇

二
四
・
八

山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
大
月
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
三
九
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
都
留
郡
小
菅
村
字
腰
越
四
〇
九
一
番
の
一
地
先

旧

一
二
・
七
〜

五
・
〇

か
ら

一
三
・
六

北
都
留
郡
小
菅
村
字
腰
越
四
〇
九
一
番
の
一
地
先

ま
で

新

一
一
・
六
〜

五
・
〇

一
一
・
八

山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
中
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

韮
崎
櫛
形
豊

南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
寺
部
字
村
附
二

一
九
三
〇
・
〇
平
成
十
六
年

富
線

三
九
六
番
の
一
地
先
か
ら

九
月
七
日

南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
鏡
中
条
字
将
監

二
一
七
七
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
大
月
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
五
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

五
六
七



山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

一
三
九
号

北
都
留
郡
小
菅
村
字
平
山
二
九
八
九

八
六
・
〇
平
成
十
六
年

道

番
の
一
地
先
か
ら

九
月
四
日

北
都
留
郡
小
菅
村
字
腰
越
四
〇
九
三

番
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
位
置

東
山
梨
郡
春
日
居
町
小
松
字
宮
東
五
一
番
三
、
五
一
番
六
、
五
一
番
九
、
一
〇
五
番
四
、
一
〇
五

番
一
一
、
一
〇
五
番
一
六
、
一
〇
五
番
一
七
、
一
一
一
番
一
、
一
一
一
番
一
三

二
　
道
路
の
幅
員

最
大
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
　
最
小
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

三
七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
実
施

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
砂
利
採
取

業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
試
験
日
時

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二
　
試
験
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
八
番
五
号
　
県
民
情
報
プ
ラ
ザ

三
　
受
験
資
格

年
齢
、
性
別
、
学
歴
、
居
住
地
及
び
国
籍
を
問
わ
な
い
。

四
　
試
験
科
目

次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
筆
記
試
験
を
行
う
。

１
　
砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令

２
　
砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
基
礎
的
な
土
木
及
び
河
川
工
学
に
関
す
る
事
項
を
含

む
。）

五
　
受
験
手
続

１
　
提
出
書
類

（一）

受
験
願
書

（二）

写
真
（
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
、
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
像
の
も
の
で
、

縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
裏
面
に
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を

記
載
し
た
も
の
）

一
枚

２
　
受
験
手
数
料

八
千
円
（
受
験
願
書
に
八
千
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
、
消
印
は

し
な
い
こ
と
。）

受
験
手
数
料
は
、
出
願
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付
し
な
い
。

六
　
受
験
願
書
の
提
出
方
法

受
験
願
書
は
山
梨
県
森
林
環
境
部
森
林
整
備
課
（
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
）
に
提
出
す

る
こ
と
。

七
　
受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
十
六
年
十
月
二
十
一
日
（
木
）
か
ら
同
年
十
一
月
五
日
（
金
）
ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定

め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
同
月
五
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

八
　
合
格
者
の
発
表

山
梨
県
庁
東
側
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
掲
示
板
に
合
格
者
の
氏
名
を
発
表
す
る
と
と
も
に
、
合

格
者
に
は
合
格
証
を
交
付
す
る
。

九
　
そ
の
他

１
　
試
験
当
日
持
参
す
る
も
の

（一）

受
験
票

（二）

筆
記
用
具

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
五
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

五
六
八



２
　
疑
問
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
森
林
環
境
部
森
林
整
備
課
（
電
話
〇
五
五
―
二
二
三
―
一
六

四
二
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民

情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

株
式
会
社
コ
ジ
マ
　
代
表
取
締
役
　
小

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号

島
章
利

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
コ
ジ
マ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
甲
府
店

（二）

所
在
地
　
甲
府
市
中
小
河
原
一
丁
目
十
四
番
十
二
号

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

株
式
会
社
コ
ジ
マ
　
代
表
取
締
役
　
小

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
番
八
号

島
章
利

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
七
年
四
月
十
三
日

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
千
六
百
平
方
メ
ー
ト
ル

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
八
月
十
二
日

'

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

大
月
市
、
御
坂
町
、
中
富
町
、
南
部
町
及
び
敷
島
町

二
　
調
査
を
行
っ
た
時
期

大
月
市
　
平
成
十
三
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
二
日
ま
で

御
坂
町
　
平
成
六
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
七
年
三
月
二
十
二
日
ま
で

中
富
町
　
平
成
十
一
年
九
月
六
日
か
ら
平
成
十
二
年
三
月
八
日
ま
で

南
部
町
　
平
成
十
三
年
七
月
二
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
ま
で

敷
島
町
　
平
成
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

三
　
成
果
の
名
称

地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四
　
調
査
を
行
っ
た
地
域

大
月
市
富
浜
町
鳥
沢
の
一
部
地
区

御
坂
町
大
字
上
黒
駒
及
び
藤
野
木
の
一
部
地
区

中
富
町
大
字
西
島
の
一
部
地
区

南
部
町
大
字
福
士
の
一
部
地
区

敷
島
町
大
字
漆
戸
及
び
獅
子
平
の
一
部
地
区

五
　
認
証
年
月
日

平
成
十
六
年
八
月
十
八
日

企
　
業
　
局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
号

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
及
び
山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
井
　
　
口
　
　
弘
　
　
章

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
及
び
山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
五
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

五
六
九



（
山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
所
在
地
の
欄
中
「
中
巨
摩
郡
竜
王
町
竜
王
新
町
二
二
七
七
の
三
」
を
「
甲
斐
市
竜
王
新

町
二
二
七
七
の
三
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
山
梨
県
営
発
電
総
合
制
御
所
の
項
中
「
中
巨
摩
郡
竜
王
町
」
を
「
甲
斐
市
」
に
改
め
る
。

第
三
条

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
山
梨
県
営
石
和
温
泉
管
理
事
務
所
の
項
中
「
東
八
代
郡
石
和
町
」
を
「
笛
吹
市
」
に
改

め
る
。附

　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成

十
六
年
十
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

山
梨
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

山
梨
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六

十
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
１
の
項
第
一
号
中
「
中
巨
摩
郡
竜
王
町
」
を
「
甲
斐
市
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

「
主
要
地
方
道
甲
府
櫛
形
線
」
を
「
主
要
地
方
道
甲
府
南
ア
ル
プ
ス
線
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中

「
主
要
地
方
道
甲
府
櫛
形
線
」
を
「
主
要
地
方
道
甲
府
南
ア
ル
プ
ス
線
」
に
、「
中
巨
摩
郡
竜
王
町
」
を

「
甲
斐
市
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
主
要
地
方
道
甲
府
櫛
形
線
」
を
「
主
要
地
方
道
甲
府
南
ア
ル

プ
ス
線
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
中
巨
摩
郡
敷
島
町
」
を
「
甲
斐
市
」
に
、「
同
町
」
を
「
同
市
」

に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
中
巨
摩
郡
竜
王
町
」
を
「
甲
斐
市
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
甲
府
警
察
署
の
部
昇
仙
峡
警
察
官
駐
在
所
、
敷
島
北
警
察
官
駐
在
所
及
び
敷
島
南
警
察
官

駐
在
所
の
項
中
「
中
巨
摩
郡
敷
島
町
」
を
「
甲
斐
市
」
に
改
め
、
同
表
南
甲
府
警
察
署
の
部
竜
王
交
番

「

「

中
巨
摩
郡
竜
王
町
　
中
巨
摩
郡
竜
王
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
斐
市

の
項
中
　
　
篠
原
二
三
二
三
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
二
三
の

一

」

篠
原
二
三
　
甲
斐
市
の
う
ち

一
　
　
　
　
　
竜
王
、
竜
王
新
町
、
篠
原
、
富
竹
新
田
、
万
　
　
に
改
め
、
同
表
南
甲
府
警
察
署
の
部

才
、
名
取
、
西
八
幡
、
玉
川

」

右
左
口
警
察
官
駐
在
所
の
項
中
「
東
八
代
郡
中
道
町
下
向
山
四
三
七
〇
」
を
「
東
八
代
郡
中
道
町
下
向

山
一
九
二
八
」
に
改
め
、
同
表
韮
崎
警
察
署
の
部
登
美
警
察
官
駐
在
所
及
び
塩
崎
警
察
官
駐
在
所
の
項

中
「
北
巨
摩
郡
双
葉
町
」
を
「
甲
斐
市
」
に
改
め
、
同
表
南
部
警
察
署
の
部
万
沢
警
察
官
駐
在
所
の
項

中
「
南
巨
摩
郡
南
部
町
万
沢
三
五
三
二
の
二
」
を
「
南
巨
摩
郡
南
部
町
万
沢
五
二
〇
四
の
一
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
五
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

五
七
〇



山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進
及
び
自
転
車
駐
車
場
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
の
指
定（
平
成
六
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

「
南
ア
ル
プ
ス
市
」
の
下
に
「
、
甲
斐
市
」
を
加
え
、「
中
巨
摩
郡
竜
王
町
、
同
郡
敷
島
町
、
同
郡

玉
穂
町
」
を
「
中
巨
摩
郡
玉
穂
町
」
に
、「
北
巨
摩
郡
双
葉
町
、
同
郡
明
野
村
」
を
「
北
巨
摩
郡
明
野

村
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
五
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

五
七
一



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
五
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

五
七
二


